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スタート時間 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

1 7:00 6 鎌 谷 徹 7 岡 田 修 治 18 北原 阿貴延 19 松 原 浩 樹

2 7:07 5 生 玉 貴 寛 8 岡 田 一 志 17 山 本 実 20 山 内 昭

3 7:15 4 亀 岡 敬 洋 9 渡部 新一郎 16 細 川 範 規 21 的 場 功 至

4 7:22 3 佐々木 良祐 10 上 石 清 一 15 松 岡 達 範 22 渡 部 篤

5 7:30 2 眞 鍋 康 宏 11 小 倉 栄 治 14 花 山 光 伸 23 0

6 7:37 1 有 光 真 吾 12 藤 田 吉 生 13 田 寺 慎 哉 24 0

※アローワンス90％

ハーフターン時、50分程度の滞留がございます。

1. ゴルフ規則 ： JGAゴルフ規則及び本競技のローカルルールを適用する。

2. 競技委員会の裁定 ： 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この

委員会の裁定は最終である。

3. 使用球の規格 ： 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ（B）１b』を適用する。

4. 使用クラブの規格 ： 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ（B）１a』を適用する。

5. 競技終了時点 ： 本競技は、競技委員長の成績表にサインがなされた時点をもって終了したものとみなす。

6. ホール間での練習 ： 『ローカルルールひな型1-2』を適用する。

7. スコアカードの提出 ： スコアリングエリア方式を採用する。

8. 競技方法 ： 道後ゴルフ倶楽部競技細則『第5条②』を適用する。

※18ホール終了をもって成立とし、2日間で36ホールを終了できない場合は競技を短縮

する。

9. 順位決定 ： 道後ゴルフ倶楽部競技細則『第6条①』を適用する。

10 ハンディキャップ ： 10月1日に更新されたハンディキャップインデックスで算出

※本競技は11月1日に更新されたハンディキャップインデックスを適用する。
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≪　競 技 の 条 件　≫
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令和7年度 理事長杯予選

期 日 令和7年11月3日(祝月)

会 場 道 後 ゴ ル フ 倶 楽 部

0

7

HC

10

137

HC

7 7

≪　組合せ・スタート時間表　≫
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1. スタート時刻20分前には受付を済ませ、8分前には、ティーインググラウンド周辺に待機すること。

2. 競技参加者は、コースにおいて前の組との間隔を不当にあけないように注意のこと。

3. マーカーは次打者とし、最終打者のマーカーは第１打者とする。

4. 欠席者のあった場合は、組合せを変更することがある。

5. ラウンド中の携帯電話の使用は控えてください。

6. ローカル・ルールに追加、変更のある場合は、ハウス内に掲示して告知する。

7. 前方特設区域は使用しない。

8. ハーフターン時の休憩があります。（50分程度）

道後ゴルフ倶楽部競技委員長　長谷川 學

≪　注 意 事 項　≫

≪　ローカルルール　≫

 

1. アウトオブバウンズ ≪ 規則 18.2 ≫ 

 （a）アウトオブバウンズの境界は白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 
 

2. レッドペナルティーエリア ≪ 規則 17 ≫ 

 16番ホールのペナルティーエリアに球がある場合、プレーヤーは規則 17.1 に基づき救済処置をする。 
 

3. 異常なコース状態（動かせない障害物を含む） ≪ 規則 16 ≫ 

 （a）修理地 

（a）青杭を立て白線で囲まれた区域によって定められる。 

（b）動かせない障害物 

（b）排水溝はジェネラルエリアの動かせない障害物として扱われ、ペナルティーエリアではない。（例外：ペナルティー

エリアとしてマーキングされている区域の中にある排水溝） 

（b）人工の表面を持つ道路に隣接している排水溝はその道路の一部として扱う。 
 

4. 練習 ≪ 規則 5.2 ≫ 

 『ローカルルールひな型 1-2』を適用する。 

※ ローカルルールの追加変更は、随時クラブハウス内に掲示して告知する。 
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